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お
年
玉
付
郵
便
葉
書
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○
お
年
玉
付
郵
便
葉
書
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
寄
附
金
の
配
分
を
受
け
る
た
め
の
申
請
の
手
続
）

（
寄
附
金
の
配
分
を
受
け
る
た
め
の
申
請
の
手
続
）

第
二
条

前
条
の
規
定
に
基
づ
き
寄
附
金
の
配
分
を
受
け
よ
う
と
す
る
団
体
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
会
社
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条

前
条
の
規
定
に
基
づ
き
寄
附
金
の
配
分
を
受
け
よ
う
と
す
る
団
体
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
会
社
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
団
体
の
名
称
及
び
住
所

一

（
同
上
）

二

申
請
団
体
の
行
う
事
業

二

（
同
上
）

三

寄
附
金
を
使
用
し
て
行
お
う
と
す
る
事
業
の
実
施
計
画
並
び
に
そ
の
事
業
の

着
手
及
び
完
了
の
予
定
時
期

三

（
同
上
）

四

配
分
を
受
け
よ
う
と
す
る
寄
附
金
の
額
及
び
そ
の
算
出
の
基
礎

四

（
同
上
）

五

配
分
に
係
る
寄
附
金
の
交
付
を
必
要
と
す
る
時
期

五

（
同
上
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は

、
定
款
、
寄
附
行
為
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め

る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
当
該
寄
附
金
の
寄
附
目
的
に
係
る
事
業
を
所
管
す
る
大

臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
意
見
書
、
定
款
、
寄
附
行
為
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め

る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


